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随意契約の理由

1 資産税課

固定資産税標準宅地と同
一地点の地価公示及び県
地価調査価格の標準化補
正、時点修正業務

令和8年2月19日

大分市中島西1丁目2番24号
日宝グランディ中島203
（公社）大分県不動産鑑定士
協会

1,660,560 2号

本業務は、令和９年度評価替えに係る固定資産税の標準宅地のう
ち、地価公示地点又は地価調査地点と同一地点となる１１２箇所に
ついて、固定資産税の標準宅地としての価格を求めるべく、その地
価公示価格（令和８年１月１日時点）は標準化補正を、地価調査価
格（令和７年７月１日時点）は標準化補正及び時点修正を行う業務
である。
なお、本業務は固定資産評価基準（第１２節経過措置）に基づき、
宅地の評価において標準宅地の適正な時価を求めるための「固定
資産税標準宅地鑑定評価業務」と一体を成しており、他の標準宅
地の鑑定価格とのバランス調整等が必要となることから、本業務を
適切かつ確実に履行することが唯一可能なのは固定資産税標準
宅地鑑定評価業務について委託契約をしている公益社団法人大
分県不動産鑑定士協会以外にないため、当協会と地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約をいたした
い。

2 市民税課
令和8年度市民税・県民税
特別徴収税額通知書作製
等業務委託

令和8年3月9日
大分市金池町2-6-15
TOPPANエッジ（株）　大分営
業所

17,103,460 2号

　本契約は、令和８年度市民税・県民税特別徴収税額の決定・変
更通知書（納税義務者用）（以後、通知書という。）について、用紙
の調達、通知書等への印字、通知書の圧着作業、封入封緘作業
についての業務委託に係るものである。
　本委託は、個人の所得情報等極めて重要な個人情報を取り扱う
業務であることから、当該通知書の適正な管理等万全のセキュリ
ティ対策が必要である。本業務は、圧着作業を納品までの限られ
た期間内に行わなければならず、その迅速性及び正確性が求めら
れる業務である。
　また、本業務の納期については、地方税法により特別徴収義務
者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対しての通知の
期限が定められていることから、納期を引き延ばすことができな
い。
　以上のことから、委託業者としては、正確さを確保しながら納期内
に迅速な処理をするための機械設備や人員を有していることや、プ
ライバシーマーク制度の認定を受けていることなどが必要である。
以上の要件を満たしている業者は、TOPPANエッジ㈱大分営業所
しかなく、本業務と同様の業務について他市町村との受託実績が
あること、またこれまでの市民税課での他契約においても確実に業
務を遂行していることから、同社大分営業所と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約といたしたい。

3 市民税課

令和8年度市民税・県民
税・森林環境税納税通知
書・税額変更通知書作製
等業務委託

令和8年3月27日
大分市長浜町2-12-10
小林クリエイト（株）北九州営
業所大分オフィス

6,985,000 2号

　本業務は、令和８年度の市民税・県民税・森林環境税納税通知
書・税額変更通知書（以後、納税通知書という。）について、納税通
知書等の作製からデータ印字及び封入封緘までの一連の業務の
委託に係るものです。
　令和７年度に、令和８年１月から基幹業務システムを標準化シス
テムに移行するため、納付書および納税通知書の様式変更と、そ
れに伴うシステム改修を行いました。この改修は、多数の課が発行
している納付書様式自体が変更となり、総合収納システムの標準
化対応改修のため、ゆうちょ銀行の承認を受けた納付書様式に基
幹システムから出力されたデータをもとに印字されたシステム開発
用の納付書を用意する必要がありました。ゆうちょ銀行の承認には
およそ半年から８ヶ月程度を要し、必要な期間を想定すると、前年
度の委託業者である小林クリエイト株式会社に依頼することが適
正と判断し、令和７年度に随意契約を結び、各種様式の作成等を
行っております。標準化システム移行後に入札を行い委託業者を
決定するスケジュールを採用した場合、期日までに印字システムの
整備やゆうちょ銀行の承認を受けた納付書を用意出来ない可能性
が高く、市民税・県民税・森林環境税賦課徴収業務に影響を及ぼし
かねません。
　よって、本業務の委託業者としては、既に基幹業務システムの標
準化に対応した各様式を作成しており、正確さを確保しながら迅速
な処理が可能となる小林クリエイト株式会社と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約といたしたい。
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